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愛知県における
リスクコミュニケーション

平成２２年３月２４日

愛知県環境部

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
愛知県の山本でございます。私から、愛知県におけるリスクコミュニケーションの取組について、ご説明いたします。
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内 容

1. 愛知県の概要

1-1. あいちのプロフィール

1-2. 化学物質の排出等の状況

1-3. 化学物質の環境中の濃度

2. 愛知県におけるリスクコミュニケーションの取組

2-1. リスクコミュニケーションモデル事業

2-2. 化学物質セミナー

2-3. 県政お届け講座

3. 愛知県が使用する化学物質の排出抑制への取組

4. 今後の取組について

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
本日は、お示ししているとおり、愛知県の概要、取組、今後のリスクコミュニケーションについて、ご説明いたします。
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Ⅰ 愛知県の概要
1-１. あいちのプロフィール

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
愛知県の概要を、ご説明いたします。最初にあいちのプロフィールでございます。



44

名古屋市

静岡県

長野県

岐阜県

三重県

伊勢湾

豊田市

岡崎市

豊橋市

尾張尾張

西三河西三河

東三河東三河

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
愛知県は、長野県、静岡県、岐阜県、三重県に接し、西から尾張地域、西三河地域、東三河地域に分けられます。日本有数の貿易港の名古屋港がある尾張地域は、航空宇宙産業、鉄鋼業、化学工業の他、せんい産業や窯業も盛んです。自動車産業が盛んな西三河地域は、うなぎの養殖や花きも盛んです。東三河地域は、金属、機械、自動車産業の他、木製品、さらには全国一の鶉を始め、果樹、花きなどの農業も盛んです。
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○県内総生産
東京都、大阪に次いで全国第３位

○製造品出荷額
３２年連続全国第１位

○農業生産出荷額
全国第５位（花き、木材・同製品

出荷額は全国第１位）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
平成１９年の本県の県内総生産は３７兆１，７１９億円で、東京都、大阪府に次いで全国第３位です。本県は全国有数の工業県で平成２０年の製造品出荷額は４６兆４，２１２億円で、３２年連続全国第１位となっています。また、農業出荷額も全国第５位で、中でも「花き」、「木材・木製品」の出荷額は全国１位となっており、第１次産業も盛んです。（参考）県内総生産…国内総生産（ＧＤＰ）の県内版。　　　　　　　　おおまかには売り上げから原材料費を引いたもの。製造品出荷額…おおまかには、工業における総売上高。
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環境部 環境政策課

環境活動推進課

大気環境課

地球温暖化対策室

水地盤環境課

自然環境課

資源循環推進課

廃棄物監視指導室

ＣＯＰ１０支援室

環境調査センター

県民事務所

環境保全課（７か所）

特定化学物質及び環境リスク対策
に関すること （化管法）

内分泌かく乱化学物質調査に関す
ること

ＶＯＣ対策に関すること

大気汚染の常時監視及び有害大気
汚染物質等に係る調査・監視に関
すること

環境に関する調査・研究機関

化学物質環境実態調査実施機関

環境に関する届出の受理・審査

事業所への立入調査

ＰＲＴＲ届出受理・審査

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
愛知県環境部の組織図を示したものです。化管法を所管しているのは環境活動推進課であり、ＰＲＴＲの届出の受理・審査は出先機関が行っております。ＶＯＣ規制や有害大気汚染物質は大気環境課が所管しており、国が実施している化学物質環境実態調査（エコ調査）は、調査・研究機関である環境調査センターが実施しています。
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1-2. 化学物質の排出等の状況

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に、愛知県の化学物質の排出などの状況について、ご説明いたします。
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（１）平成20年度の届出排出量、届出移動量

届出排出量、届出移動量とも全国１位で推移しています。

順位
排出量

（単位：ﾄﾝ/年）
移動量

（単位：ﾄﾝ/年）
排出量・移動量合計

（単位：ﾄﾝ/年）

１ 愛知県 13,950 愛知県 15,183 愛知県 29,133

２ 静岡県 13,208 兵庫県 14,428 兵庫県 22,997

３ 広島県 10,317 千葉県 11,851 千葉県 19,689

４ 埼玉県 9,274 神奈川県 11,560 神奈川県 19,487

５ 茨城県 8,866 三重県 9,993 静岡県 19,276

全国合計 199,195 全国合計 200,814 全国合計 400,008

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
製造品出荷額が３２年連続全国第１位の愛知県は、排出量、移動量ともＰＲＴＲの集計開始以来、全国１位で推移しています。（排出量・移動量の合計が、初めて３万トンを切った）（排出量の静岡県との差が、かなり小さくなった）
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物質別では、塗装用の溶剤などに使用されているトルエンが前年度と
同様に排出量、移動量とも最も多くなっています。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
届出排出量の上位５物質は、全てがＶＯＣであり、届出移動量の上位５物質はＶＯＣの他、金属及びその化合物が占めています。（参考）トルエン…溶剤、ガソリン成分、合成原料キシレン…溶剤、ガソリン成分、合成原料エチルベンゼン…溶剤、合成原料塩化メチレン（ジクロロメタン）…洗浄剤、溶剤1,3,5－トリメチルベンゼン…溶剤、合成原料、ガソリン成分マンガン…特殊鋼、電池、磁石材料クロム…ステンレス鋼、メッキ、超硬合金鉛…バッテリー、顔料、光学ガラス
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（３）排出量と取扱量の比較

届出取扱量に占める届出排出量の割合が、３分の２まで減少
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
愛知県では、ＰＲＴＲ制度による排出量と移動量の届出に合わせて、ＰＲＴＲと同じ物質の取扱量の届出を条例で義務付けています。取扱量に占める排出量の割合は年々減少しており、事業者の努力により原単位に占める排出量の割合が減少しているものと考えています。
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1-3. 化学物質の環境中の濃度

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に、環境基準が定められていない化学物質の環境中の濃度調査結果について、ご説明いたします。
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１ 排出量の多い化学物質の排出量と大気環境中の濃度
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キシレン（①稲沢市） トルエン（②小牧市） キシレン（②小牧市）

トルエン（③東海市） キシレン（③東海市） トルエン（④安城市）

キシレン（④安城市）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
愛知県では、ＰＲＴＲ集計結果で排出量の多いトルエン、キシレンについて平成１４年度から大気中の環境調査を実施しております。トルエンの大気環境中の濃度については、変動はあるものの、全体的にやや低下傾向が見られると考えられます。なお、平成１７年度に濃度が下がっておりますが、これは平成１７年度の降水量が記録的に少なかったことから、日照時間が長かったことが原因ではないかと推察されます。
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Ⅱ. 愛知県における取組

2-1. リスクコミュニケーション
モデル事業

リスクコミュニケーションの風景

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に、愛知県における取組をご説明いたします。最初に、リスクコミュニケーションモデル事業について、ご説明いたします。
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モデル事業の概要

平成１９年度に、７事業所全てに対して聞取りによるフォローアップ
調査を実施

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度

対象事業所 ○電気機械器具製造業
○医薬品製造業
○輸送用機械器具製造業
○輸送用機械器具製造業

○木材・木製品製造業
○輸送用機械器具製造業
○プラスチック製品製造業

主催

協力機関

実施内容

参加者

○ファシリテーターによるアイスブレイク
○インタープリターによる化学物質解説
○事業者による事業所概要説明と工場見学
○意見交換
○アンケートの実施

市町・(社)環境情報科学センター

事業者・愛知県

公募、町内会役員　２０～３０名程度
傍聴者　　　　　　　　１０～２０名程度

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
愛知県では地元の市町や環境情報科学センター様のご協力をいただき、平成１６年度から平成１８年度までの３年間で、７事業場においてモデル事業を実施しました。モデル事業の内容については、愛知県のホームページに掲載しております。
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事前準備

参加者

事業者、住民、行政（県・市）

ファシリテーター

インタープリター（化学物質アドバイザー）

住民････公募、町内会役員

傍聴者･･住民、地域の事業者、市町村職員

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
モデル事業では、県が事業所を選定し、実施を依頼しました。環境情報科学センター様に、運営のサポートとファシリテーターの紹介をしていただきました。意見交換の参加者としては、町内会役員などの住民代表の他、公募により募集しました。参加者とは別に、傍聴者を入れましたが、他の市町村職員や、他の事業者が多く見られました。
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プログラム（例）

13:30～ 主催者あいさつ

13:40～ ファシリテーターによるオリエンテーション

参加者全員の自己紹介

14:00～ インタープリターから化学物質によるリスク等

について説明

14:15～ 事業者から事業所概要及び

環境への取り組みに等に関する説明

（休憩）

14:50～ 工場見学

15:50～ 意見交換会

16:35～ ファシリテーターによるまとめ

アンケート記入

16:45 あいさつ、閉会

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
プログラムは、概ね同じ内容ですが、主催者である事業者と県のあいさつ、進行役であるファシリテーターによるオリエンテーション、これは実施内容の説明ですが、オリエンテーションの後、全員の自己紹介をしていただきました。その後、解説者であるインタープリター、これは化学物質アドバイザーに来ていただきましたが、インタープリターから化学物質や環境リスク等について説明いただいた後、事業者から説明いただきました。それから工場見学、意見交換会、まとめ、アンケート記入と進み、全部で３時間から４時間の内容となっております。
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住民からの主な発言

住民からの発言等

・ＶＯＣの削減は？ ・塗料の水性化は？ ・社員への健康影響は？
・保管に問題は？ ・魚や貝に影響が出ていないか心配

・地震時の液状化は？ ・火事の時、説明がなかった
・通勤による交通渋滞の緩和を ・運送業者の指導を

・社員への環境教育は？ ・排水処理の異常時の対応は？
・悪臭の原因は？ ・廃棄物の処理は？

アンケート結果（住民の感想）

・企業がどのような事業を行っているか理解できた
（なにを使ってなにを作っているか）

・企業の環境対策が理解できた ・企業の誠実な対応が理解できた
・今後も続けて欲しい

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
意見交換の時に、住民から出された質問の一例でございます。化学物質の排出や管理に関する質問のほか、魚や貝への影響、悪臭、廃棄物、健康影響などにも質問が及びました。また、環境に関係のない内容も、多く質問されました。モデル事業閉会時に、住民に対してアンケート調査を実施しました。概ね、好意的な評価をいただきました。
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事業者の感想（フォローアップ調査より）

・住民の関心時は、環境だけでなく、防災、交通安全、社員のマナー
など様々な事項にまたがっている

・ファシリテーター、インタープリター、行政など第三者が入ると
住民、事業者とも緊張してよそよそしくなる

・地元とのコミュニケーションの重要性は理解できるが、
化学物質に特化したリスクコミュニケーションは困難

・地元とのコミュニケーションの重要性が理解できた
・ファシリテーター、インタープリターの重要性が理解できた
・新たに環境報告書を作成した
・地元との会合を実施するきっかけになった
・これまでも住民との懇談会を実施してきた事業者も、参加者を見直

した

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
モデル事業が終了した次の平成１９年度に、７事業所全てにフォローアップ調査として、現地で聞取り調査を実施しました。なお、事業者へモデル事業の成果について質問したところ、新たに環境報告書を作成した（トンボ鉛筆）これまで地元との接点がなかったが、地元との会合を実施するきっかけになった（東洋ソフラン）既に地元との会合をしていた事業所も、住民と事業者だけでなく、消防、警察、学校など参加者の見直しをするきっかけになった（トヨタ自動車）など、一定の成果があったと考えております。しかしながら、今後もリスクコミュニケーションを続けていくか　との質問に対しては、コミュニケーションの重要性を理解しつつも、住民の関心事が多種多様であることから多くの事業者から化学物質に特化したリスクコミュニケーションの継続は、困難であるとの回答でした。（手持ち資料３）
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住民との懇談会の推進

住民との懇談会の風景

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
住民との懇談会については、大企業を中心にコミュニケーションの重要性を認識し、住民との懇談会を実施している事業所が、徐々に増えてきております。モデル事業を実施した事業者も、懇談会の実施に意欲的な事業者がありました。
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2-2. 化学物質セミナー

事業者向けセミナー

（平成２１年１０月２１日 名古屋市内）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に化学物質セミナーについてご説明いたします。愛知県では、行政による情報提供、事業者の取組紹介などの情報提供の場として、化学物質セミナーを実施しています。この写真は、１０月に環境省の早水課長様にＰＲＴＲ対象物質の変更など、化管法政令改正についてご講演していただいた時のものです。
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化学物質セミナーの概要

①事業者向けセミナー（年１～２回開催）

ＰＲＴＲデータ集計結果等の解説

化学物質の適正管理、リスク評価

リスクコミュニケーション、危機管理

ＰＲＴＲデータの活用、事例など

②県民向けセミナー（年１回開催）

ＰＲＴＲデータ集計結果等の解説

リスクの考え方、身の回りの化学物質

食品と化学物質、化学物質の影響など

化学物質
適正管理の
一層の促進

化学物質及び
事業者の取組
への関心・
理解度の向上

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
セミナーは２種類あり、事業者向けと県民向けがあります。事業者向けでは、化学物質の適正管理手法、リスク評価手法、リスクコミュニケーションの実践、事業者によるＰＲＴＲデータの活用などについて、専門家や化学物質アドバイザーなどを講師に迎え、事業者への情報提供とともに、意識の向上を図っております。県民向けでは、一般の県民に化学物質への関心を高めていただくよう、より身近な化学物質をテーマに実施しております。昨年度は、中国製餃子の農薬混入事件や、牛乳のメラミン添加、事故米のカビや残留農薬が問題となったため、食品と化学物質をテーマに開催しました。今年度は、化学物質に苦しんでおられる方からの要望に応えて、千葉大学の森教授をお迎えし、化学物質によるヒトへの影響などについてご講演いただきました。 
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化学物質セミナーの開催状況

事業者向けセミナー（平成１４年度～）

年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度
内容 ・愛知県の現状と取組

・VOC排出抑制制度
　と対策について
・PRTRデータの概要
　と活用
・化学物質のリスク
　評価と管理

・愛知県の現状と取組
・VOC排出抑制制度
　と対策について
・今後の化学物質管理
　の方向性について
・化学災害と環境災害

・愛知県の現状と取組
・VOC排出抑制制度
　と対策について
・事業者による
　ＰＲＴＲ情報の活用
・化学物質管理施策の
　今後の動向について

・愛知県の現状と取組
・化管法施行令の
　一部改正について
・愛知県の現状及び
　条例について
・ＶＯＣ排出抑制制度
　と対策について
・化学物質適正管理
　事例報告

参加者 250名 322名 402名 763名

県民向けセミナー（平成１７年度～）

年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度
内容 ・愛知県の現状と取組

・化学物質と上手に
　つきあうには
　～ＰＲＴＲ制度を
　　きっかけにして～

・愛知県の現状と取組
・身の回りの化学物質
　とどうつきあうか？
・消費者と企業の化学
　物質についての環境
　コミュニケーション

・愛知県の現状と取組
・安全な商品を消費者
　に－「栽培自慢」の
　取組み
・「食品と化学物質」
　～環境リスクの
　　低減のために～

・愛知県の現状と取組
・化学物質と生物多様
　性について
・化学物質の影響
　…ヒトを中心に

参加者 80名 59名 108名 120名

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
セミナーの参加者は年々増えてきており、県民向けセミナーでは今年度、定員を超える申込みがありました。今後とも、事業者及び県民のニーズに合わせたセミナーとしていきたいと考えています。（セミナーの開催状況：手持ち資料４）
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2-3. 県政お届け講座

県職員が、地域などで行われる集会や会合などの場に行き、
県政情報をわかりやすく説明 【全１４２講座】

○ 子育て・教育・学習 ○ 福祉・人権・男女共同参画
○ 文化・生活・交流 ○ まちづくり
○ 健康・医療 ○ 安全情報
○ 農林水産 ○ 産業・雇用
○ 環境 など、全１４２講座

『化学物質と上手につきあおう』
・知らない事が多かったので、有意義だった
・化学物質と上手に付き合うようにしたい
・食品添加物、農薬、防虫剤、殺虫剤の長期使

用による影響についてもっと知りたい

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
県政お届け講座は、県職員が県民のみなさまに直接県政情報について説明し、ご理解を得ることを目的として昨年度から始まりました。子育て・教育、福祉、健康・医療など全部で１４２講座あります。環境は１５講座あり、そのうちの１つに「化学物質と上手につきあおう」という講座を設けています。（手持ち資料５）この「化学物質と上手につきあおう」の講座は、これまで各種市民団体に対して４回実施しております。
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3. 愛知県が使用する化学物質の
排出抑制への取組

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に、愛知県が自ら使用する化学物質の排出抑制の取組について、ご説明いたします。
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化学物質に苦しむ方々からの要望
○農薬、殺虫剤などはできる限り使わないで
○使用する前に周知、使用した後に掲示を

愛知県は自らが率先して取り組むため

「県有施設における農薬・殺虫剤等
薬剤適正使用ガイドライン」を策定

薬剤適正使用ガイドライン

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
化学物質に苦しむ方々から、公共の施設に入ったときに殺虫剤が使用されていたため大変な思いをした、害虫がいる、いないにかかわらず、農薬を定期的に使用しないで欲しいなど、薬剤使用に関して県に要望されました。そこで、愛知県は自らが率先して農薬等の適正使用を徹底し、健康被害の発生防止に取り組むため、「県有施設における農薬・殺虫剤等薬剤適正使用ガイドライン」を平成２０年３月に策定しました。
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薬剤適正使用ガイドラインの
ポイント

○病害虫の発生予防、早期発見、物理的防除等を優先
○適切な防除技術を組み合わせ、薬剤の使用量を最小

限にする
○薬剤を使用する際、施設利用者や周辺住民等に対し

て十分に周知

平成２０年度の運用状況について
要望者へ説明

県の取組に対して一定の評価
市町村へ取組の輪を広げていく

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ガイドラインは、３つのポイントがございます。１つ目は、病害虫の発生予防や物理的防除（捕獲等）を優先する。２つ目は、薬剤の使用は最後とし、他に防除方法がない場合に薬剤を使用する。使用する場合であっても、使用する場所を限定し、散布するより塗布するなど薬剤による影響を最小限にする。３つ目は、薬剤を使用する場合は、事前に掲示や回覧等により周知するとともに、使用後も一定期間、薬剤を使用したことを掲示するなど徹底した周知に努めています。対象となる県有施設は、庁舎を始め、学校、道路、公園、警察署など県が管理する土地、建物すべてとしております。初年度である平成２０年度は、一部適正に運用されていない施設もありましたが、ほとんどの施設で適正に運用されていました。県から申し出て化学物質に苦しむ方々に説明する機会を設けさせていただき、これらの取組状況や意見交換を行い、一定の評価をいただいたものと考えております。今後は、この取組を市町村へ広げていきたいと考えています。
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4. 今後の取組について

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
最後に、リスクコミュニケーションの今後の考え方についてご説明いたします。
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事業者によるＣＳＲ報告書、ＨＰ掲載などの情報発信

住民の意見を聞くしくみが大切しかし

モデル事業のような

住民対話型のリスクコミュニケーションの推進

①住民が化学物質に関心を持ち、正しく理解する

②事業者の積極的な情報発信・地域とのつながり
を進める

③各種団体等と協働し、県が住民・事業者へ積極
的に働きかけ、バックアップをする

リスクコミュニケーションの
推進に向けて

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
私どもは、ＣＳＲ報告書やホームページへの掲載などの情報発信もリスクコミュニケーションの一つであると考えていますが、これらには住民の意見を聞くしくみが備わっていなければならないことから、今後ともモデル事業のような、住民対話型のリスクコミュニケーションを推進していきたいと考えております。しかしながら、住民対話型のリスクコミュニケーションは、十分に広がっているとは言えない状況にあります。その原因として、①県民の関心が低いのは、セミナー、県政お届け講座では、もともと関心がある方しか参加せず、関心がない人へ広がりにくい②大企業は住民との対話を実施しているが、中小企業が情報発信や地域とのつながりに対するメリットを感じていないといったことが挙げられます。住民対話型のリスクコミュニケーションの推進は、一朝一夕でできるものではなく、これまでどおり、セミナーなどを通じて、住民の関心を高め、化学物質を正しく理解するよう、また、事業者の積極的な情報発信や地域とのつながりの推進を図ることを基本としますが、さらにこれらの取組を進めるため、次のように進めてまいります。（次ページへ）
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市町村

地域環境
保全委員

商工会議所等
各種団体

ＮＰＯ

住民 事業者

あいち環境塾

セミナー
研修

指導員派遣

セミナー
勉強会
啓発

協働

研修
協働事業
人材育成

県

住民対話型のリスクコミュニケーションの推進

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
愛知県としては、住民の関心を高め、また事業者には積極的な取組を進めるため、従来どおりセミナー、県政お届け講座を続けてまいりますが、より効果を上げるために、今後は条例で定める地域環境保全委員など地域の役員に対するセミナーなどを実施するとともに、住民とより身近な市町村やＮＰＯとの連携を強化し、きめ細やかな啓発活動の実施や住民のニーズの発掘が必要ではないかと考えています。一方、事業者については、商工会議所やＮＰＯなどと連携し、中小企業を中心に研修や指導員派遣などにより、それぞれの事業者の事情を踏まえたバックアップ体制の構築を進めていきたいと考えております。また、愛知県と財団法人 名古屋産業科学研究所は、名古屋商工会議所、中部経済連合会などと協力して、環境を基調とした地域づくりのリーダーを育成するため、あいち環境塾を開講しており、人材育成に取り組んでいます。（参考）名古屋商工会議所と環境調査センターが協働し、環境調査センターの企業支援事業（技術士の派遣）について、商工会議所の指導員が活用することで合意した。あいち環境塾の講師の中に横浜国立大学の浦野教授が在籍。化学物質の環境管理について講義。
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ご清聴 ありがとうございました

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ご清聴、ありがとうございました。私からの説明は以上です。


	　　愛知県における�　　リスクコミュニケーション
	内　容
	Ⅰ　愛知県の概要�　1-１. あいちのプロフィール
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	1-2. 化学物質の排出等の状況
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	1-3. 化学物質の環境中の濃度
	スライド番号 12
	Ⅱ. 愛知県における取組��　2-1. リスクコミュニケーション�           モデル事業
	モデル事業の概要
	事前準備
	プログラム（例）
	住民からの発言等
	事業者の感想（フォローアップ調査より）
	スライド番号 19
	2-2. 化学物質セミナー
	化学物質セミナーの概要
	スライド番号 22
	2-3. 県政お届け講座
	3. 愛知県が使用する化学物質の�　 排出抑制への取組
	スライド番号 25
	薬剤適正使用ガイドラインの�ポイント
	4. 今後の取組について
	スライド番号 28
	スライド番号 29
	スライド番号 30

